
瀬戸市土地利用調整条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

平成２４年３月３０日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市規則第２７号 

瀬戸市土地利用調整条例施行規則の一部を改正する規則 

瀬戸市土地利用調整条例施行規則（平成１１年瀬戸市規則第１６号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

 ⑴ ＜省略＞  ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 公益財団法人瀬戸市開発公社 ⑵ 瀬戸市開発公社 

⑶から⒃まで ＜省略＞ ⑶から⒃まで ＜省略＞ 
  

附 則 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

 


